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医療法人社団愛友会 介護老人保健施設一心館のご案内  

 

1. 施設の概要  

   (1) 

     ・施設名    医療法人社団愛友会 介護老人保健施設一心館  

     ・開設年月日    平成 26 年 12 月 25 日  

     ・所在地    埼玉県北足立郡伊奈町小室 8113 番地  

     ・電話番号    ０４８－７２０－７２１７  

     ・ファックス番号   ０４８－７２０－７３３８  

     ・管理者名    吉永 圭吾  

 

   (2) 介護老人保健施設の目的と運営方針  

      介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と

日常生活上の介護などの介護保険施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた

日常生活を営むことができるようにし、1 日でも早く家庭での生活にもとることができる

ように支援することを目的とした施設です。さらに、家庭復帰の場合には、療養環境の調

整と退所時の支援も行いますので、安心して退所いただけます。  

     この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、  

     ご理解いただいた上でご利用ください。  

    〔医療法人社団愛友会  介護老人保健施設一心館の運営方針〕  

      「当施設は、家庭復帰のための中間施設であり、さまざまなサービス提供により、機能

回復・  

維持のためのリハビリを行い、1 日も早く自立した家庭での生活ができますようお手伝い

することを目的としております。  

 

 

   (3) 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）の職員体制  

 常 勤  非常勤  夜 間  業務内容  

・医師  １人（兼務）    診療及び、健康管理  

・看護職員  １人    健康維持と健康管理・看護  

・薬剤師     薬剤管理と指導  

・介護職員  ４人以上    日常生活の援助、身辺介護  

・支援相談員     相談業務  

・理学療法士  １人以上    リハビリ  

・作業療法士      

・言語療法士      

 



・管理栄養士     栄養管理と栄養指導  

・介護支援専門員     ケアプラン作成  

・事務職員     事務業務  

・その他      

   (4) 通所定員（介護予防通所定員）等  

    ・定員   ７５名  

 

2. サービス内容  

    ①  通所（介護予防通所）リハビリテーション計画の立案  

    ②  食事  

    ③  入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応）  

    ④  医学的管理・看護  

    ⑤  介護  

    ⑥  機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション）  

    ⑦  相談援助サービス  

    ⑧  送迎サービス   通常の事業の実施範囲   伊奈町   上尾市   蓮田市   桶川市  

     通常の事業の実施地域を超えて行うサービスに要した交通費については、以下の通り  

その実費を徴収するものと致します。  

     ・自動車を使用した場合は、通常の事業の実施地域を越えた時点から、片道１キロメートルに  

つき３０円。  

※ 通常のサービス提供範囲を超えるサービス提供については、予めご利用者又はご家族に  

説明を行い、同意を戴きます。  

    ⑨  基本時間外施設利用サービス（何らかの理由により、ご家族等のお迎えが居宅介護サービス  

計画で定められた通所リハビリテーション利用時間の終了に間に合わない場合に適用）  

    ⑩  その他  

      ※これらのサービスの中には、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくもの  

もあります。  

 

3. 協力医療機関等  

   当施設では、下記の医療機関に協力いただき利用者の状態が急変した場合等は、速やかに対応をお

願いしています。  

 

（医  科）  

   ・名 称   医療法人社団愛友会  伊奈病院  

   ・住 所   埼玉県北足立郡伊奈町小室 5014-1 

  （歯  科）  

   ・名 称   こむろ歯科医院  

   ・住 所   埼玉県北足立郡伊奈町小室 5491－5 

   ・名 称   大宮デンタルクリニック（訪問）  

   ・住 所   埼玉県さいたま市北区東大成町 2-250-3 

  



4. 施設利用に当たっての留意事項  

    ・  飲酒・喫煙  

         アルコール類の持ち込みはご遠慮願います。  

         当施設は全館禁煙ですので喫煙はご遠慮下さい。  

    ・  設備・備品の利用  

 通所中において必要となる介護用品（車椅子、歩行器、歩行杖等）は、施設でお貸しで

きるものもありますので、ご相談ください。  

    ・所持品・備品等の持ち込み  

    ①  各介護用品（車椅子、シルバーカー等）をお持込になる場合は、他と区別がつきま

すように氏名等の記入をお願い致します。  

    ②  ナイフ等の刃物はお持ちにならないで下さい。  

    ・金銭・貴重品の管理  

        金銭等の持ち込みは、原則としてご遠慮願います。  

        ※  万一、施設内で紛失・盗難に遭われましても責任は負いません。  

    ・ペットの持ち込み  

        ペット等の施設への持ち込みはご遠慮ください。  

 

5. 防災関係  

    ・  防災設備  スプリンクラー設備、消火器、消火栓、防火戸、防火シャッターｂ  

            自動火災報知設備、非常通報装置、誘導灯、避難階段等  

    ・  防災訓練  年２回  

 

6. 禁止事項  

     当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗

教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。  

 

7. 要望及び苦情の相談  

     当施設には、支援相談の専門員として介護支援専門員及び支援相談員が勤務していますので、

お気軽にご相談ください。要望や苦情などは、介護支援専門員及び支援相談員にお寄せいただけ

れば、速やかに対応いたしますが、通所リハビリフロアに備え付けられた「ご意見箱」をご利用

いただき、管理者に直接お申し出いただくこともできます。  

 

8. 営業日及び営業時間  

  (1) 日曜日及び 12 月 31 日～1 月 3 日を除く、毎週月曜日～土曜日までの 6 日間を営業日とする。  

  (2) 営業日の午前 9 時から午後 5 時までを営業時間とする。  

9. その他  

    当施設についての詳細は、パンフレット等も用意してありますので、ご請求ください。  

  



医療法人社団愛友会 介護老人保健施設一心館（介護予防）通所  

リハビリテーションについて  

 

1. 介護保険証の確認 

   当施設をご利用いただくに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきコピーを  

取らせていただきます。 

 

2. 通所（介護予防）通所リハビリテーションについての概要 

    通所（介護予防）通所リハビリテーションについては、要介護者及び要支援者の家庭等での生活

を継続させるために立案された居宅介護サービス計画に基づき、当施設をご利用いただき、理学

療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図る

ため提供されます。 

このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わる医師及び理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士、その他専ら通所（介護予防）通所リハビリテーションの提供計画にあたる従事者の協議

によって、通所（介護予防）通所リハビリテーション計画が作成されますが、その際、利用者・

扶養者（ご家族）のご希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくこと

となっております。 

 

医療：介護老人保健施設は入院の必要のない程度の要介護者及び要支援者を対象としています

が、医師・看護職員が常勤していますので、ご利用者の毎日の健康管理とともに、ご利用

者の状態に照らして適切な医療・看護を行います。 

介護：施設サービス計画に基づいて下記の介護を実施します。 

着替え、排泄、食事、入浴等の介助、オムツ交換、体位変換、シーツ交換、施設内の 

移動の付添い 等 

機能訓練：常勤の理学療法士の管理のもとに、施設サービス計画に基づいて実施します。原則

として機能訓練室にて行いますが、施設内でのすべての活動が機能訓練の 

ためのリハビリテーション効果を期待したものです。 

3. 生活サービス  

    当施設通所中も明るく家庭的な雰囲気の下で利用していただけるよう、常に利用者の立場に立っ

て運営しています。  

 

    食事：  

      食生活の重要性を認識し、栄養バランス・味付け・調理方法等について、利用者ひとりひと

りの身体的条件、嗜好等を配慮した食事を提供しています。食事は、利用者が健康で楽しい生

活を送る上で最も大切なものであることから、季節食・行事食も提供しています。  

        昼食   １２時００分  ～  １２時４５分  

         ※  食事は原則として食堂でおとりいただきます。  

  



入浴：  

  希望により、一般浴か機械浴に入浴していただけます。ただし、利用者の身体の状態に応じ

て清拭となる場合があります。  

 

レクリエーション：  

  当施設では、日々のレクリエーションの他に、種々の行事が行われます。行事によっては別

途費用のかかるものもあります。  

 

4. 他機関・施設との連携  

 

協力医療機関への受診：  

当施設では、病院に協力をいただいていますので、利用者の状態が急変した場合には、速やか

に対応をお願いするようにしています。  

     

    他施設の紹介：  

当施設での対応が困難な状態や専門的な対応が必要になった場合には、他の機関を紹介しま

す。  

 

5. 緊急時の連絡先  

 

緊急の場合には、最終後記に記入して頂いた緊急連絡先へ連絡します。  

 

6．相談、要望、苦情等の窓口  

 

   

（支援相談員） ・高木 ・澤田 ・糸賀 ・福山    ＴＥＬ０４８（７２０）７２１７ 

 

（伊奈町福祉課介護保険管理係）         ＴＥＬ０４８（７２１）２１１１ 

（埼玉県国民健康保険団体連合会介護福祉課苦情対応係） ＴＥＬ０４８（８２４）２５６８ 

（上尾市高齢介護課）      ＴＥＬ０４８（７７５）６４７３ 

（桶川市健康福祉部高齢介護課）        ＴＥＬ０４８（７８６）３２１１ 

（白岡氏高齢介護課）      ＴＥＬ０４８０（９２）１１１１ 

（蓮田市高齢者福祉課）      ＴＥＬ０４８（７６８）３１１１ 

（久喜市高齢者福祉係）      ＴＥＬ０４８０（２２）１１１１ 



個 人 情 報 の 利 用 目 的 

 

 

医療法人社団愛友会 介護老人保健施設一心館では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下 

お預かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

 〔介護老人保健施設内部での利用目的〕 

    ・当施設が利用者等に提供する介護サービス 

    ・介護保険事務 

    ・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 

     －入退所等の管理 

     －会計・経理 

     －事故等の報告 

     －当該利用者の介護・医療サービスの向上 

 〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

    ・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

     －利用者に居宅サービスを提供するほかの居宅サービス事業者や居宅介護支援 

事業所等との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

     －利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

     －検体検査業務の委託その他の業務委託 

     －家族等への心身の状況説明 

    ・介護保険事務のうち 

     －保険事務の委託 

     －審査支払機関へのレセプトの提出 

     －審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

    ・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

 

【上記以外の利用目的】 

 〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

   ・当施設の管理運営業務のうち 

    －医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

    －当施設において行われる学生の実習への協力 

    －当施設のおいて行われる事例研究 

 〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 

   ・当施設の管理運営業務のうち 

    －外部監査機関への情報提供 

  



利 用 者 負 担 説 明 書 

 

 医療法人社団愛友会 介護老人保健施設一心館をご利用される利用者のご負担は、介護保険の給付に

かかる通常１割、もしくは 2 割・3 割の自己負担分と保険給付対象外の費用（食費、利用者の選択に基づ

く特別な食費、日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理美容代、倶楽部等で使用する材料費、診

断書等の文書作成費、要介護認定の申請代行費等）を利用料としてお支払いただく 2 種類があります。 

 なお、介護保険の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望されるサービス（入所、短期入

所（介護予防短期入所）療養介護、通所（介護予防通所）リハビリテーション、訪問（介護予防訪問） 

リハビリテーション）毎に異なります。 

 また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険給付の自己負担額は、施設の所在する地

域（地域加算）や配置している職員の数、また、認知症専門の施設（認知症専門棟加算）で異なります

し、利用料も各施設ごとの設定となっております。当施設の利用者負担につきましては、次頁以降をご 

参照下さい。 

 介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にいて種々のサービ

スを受ける居宅サービスがありますが、それぞれ利用方法が異なっています。 

 施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申込みいただけますが、短期入所療養介護（予防介

護短期入所療養介護）、通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）、訪問リハビリ

テーション（介護予防訪問リハビリテーション）は、居宅サービスであり、原則的に利用に際しては、

居宅支援サービス計画（ケアプラン）を作成したあとでなければ、保険給付を受けることができませんの

で注意が必要です。また、送迎、入浴といった加算対象のサービスも、居宅支援サービス計画に記載がな

いと保険給付を受けられませんので、利用を希望される場合は、居宅支援サービス計画に記載されている

か、いないかをご確認ください。 

 居宅支援サービス計画は、利用者ご本人が作成することもできますが、居宅介護支援事業所（居宅支援

サービス計画を作成する専門機関）に作成依頼することもできます。 

 詳しくは、介護老人保健施設一心館の担当者にご相談ください。 

  



（通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの利用者負担額）  

 （地域区分別単位の単価（6 級地 10.33 円）にて表記してあります）  

 （負担割合により下記のサービス費が変わる場合がございます）  

 

1．通所リハビリテーションの自己負担額  1 日／1 回  

 （１）大規模型通所リハビリテーション費  平均利用延べ人員 750 人超／月  

⚫ 1 時間以上 2 時間未満  

➢ 要介護 1 （10 割） ３６８８円（1 割）３６９円（2 割）７３８円 （3 割）１１０６円  

➢ 要介護 2 （10 割） ４００８円（1 割）４０１円（2 割）８０２円 （3 割）１２０２円  

➢ 要介護 3 （10 割） ４２８７円（1 割）４２９円（2 割）８５７円 （3 割）１２８６円  

➢ 要介護 4 （10 割） ４５９７円（1 割）４６０円（2 割）９１９円 （3 割）１３７９円  

➢ 要介護 5 （10 割） ４９０７円（1 割）４９１円（2 割）９８１円 （3 割）１４７２円  

⚫ 2 時間以上 3 時間未満  

➢ 要介護 1 （10 割） ３８４３円（1 割） ３８４円（2 割） ７６９円（3 割）１１５３円  

➢ 要介護 2 （10 割） ４４１１円（1 割） ４４１円（2 割） ８８２円（3 割）１３２３円  

➢ 要介護 3 （10 割） ４９７９円（1 割） ４９８円（2 割） ９９６円（3 割）１４９４円  

➢ 要介護 4 （10 割） ５５３７円（1 割） ５５４円（2 割）１１０７円（3 割）１６６１円  

➢ 要介護 5 （10 割） ６１０５円（1 割） ６１１円（2 割）１２２１円（3 割）１８３２円  

⚫ 3 時間以上 4 時間未満  

➢ 要介護 1 （10 割） ４８５５円（1 割） ４８６円（2 割） ９７１円（3 割）１４５７円  

➢ 要介護 2 （10 割） ５６５１円（1 割） ５６５円（2 割）１１３０円（3 割）１６９５円  

➢ 要介護 3 （10 割） ６４３６円（1 割） ６４４円（2 割）１２８７円（3 割）１９３１円  

➢ 要介護 4 （10 割） ７４２７円（1 割） ７４３円（2 割）１４８５円（3 割）２２２８円  

➢ 要介護 5 （10 割） ８４２９円（1 割） ８４３円（2 割）１６８６円（3 割）２５２９円  

⚫ 4 時間以上 5 時間未満  

➢ 要介護 1 （10 割） ５４２３円（1 割） ５４２円（2 割）１０８５円（3 割）１６２７円  

➢ 要介護 2 （10 割） ６３１２円（1 割） ６３１円（2 割）１２６２円（3 割）１８９３円  

➢ 要介護 3 （10 割） ７１９０円（1 割） ７１９円（2 割）１４３８円（3 割）２１５７円  

➢ 要介護 4 （10 割） ８３１６円（1 割） ８３２円（2 割）１６６３円（3 割）２４９５円  

➢ 要介護 5 （10 割） ９４２１円（1 割） ９４２円（2 割）１８８４円（3 割）２８２６円  

⚫ 5 時間以上 6 時間未満  

➢ 要介護 1 （10 割） ６０３３円（1 割） ６０３円（2 割）１２０７円（3 割）１８１０円  

➢ 要介護 2 （10 割） ７１４８円（1 割） ７１５円（2 割）１４３０円（3 割）２１４５円  

➢ 要介護 3 （10 割） ８２６４円（1 割） ８２６円（2 割）１６５３円（3 割）２４７９円  

➢ 要介護 4 （10 割） ９５９７円（1 割） ９６０円（2 割）１９１９円（3 割）２８７９円  

➢ 要介護 5 （10 割）１０８７７円（1 割）１０８８円（2 割）２１７５円（3 割）３２６３円  

⚫ 6 時間以上 7 時間未満  

➢ 要介護 1 （10 割） ６９７３円（1 割） ６９７円（2 割）１３９５円（3 割 ２０９２円  

➢ 要介護 2 （10 割） ８２８５円（1 割） ８２８円（2 割）１６５７円（3 割）２４８５円  

➢ 要介護 3 （10 割） ９５６６円（1 割） ９５７円（2 割）１９１３円（3 割）２８７０円  

➢ 要介護 4 （10 割）１１１２５円（1 割）１１１３円（2 割）２２２５円（3 割）３３３８円  

➢ 要介護 5 （10 割）１２６４４円（1 割）１２６４円（2 割）２５２９円（3 割）３７９３円  

  



⚫ 7 時間以上 8 時間未満  

➢ 要介護 1 （10 割） ７３７６円（1 割） ７３８円（2 割）１４７５円（3 割）２２１３円  

➢ 要介護 2 （10 割） ８７５０円（1 割） ８７５円（2 割）１７５０円（3 割）２６２５円  

➢ 要介護 3 （10 割）１０１５４円（1 割）１０１５円（2 割）２０３１円（3 割）３０４６円  

➢ 要介護 4 （10 割）１１７７６円（1 割）１１７８円（2 割）２３５５円（3 割）３５３３円  

➢ 要介護 5 （10 割）１３４２９円（1 割）１３４３円（2 割）２６８６円（3 割）４０２９円  

  

（２）大規模型通所リハビリテーション費   平均利用延べ人員 750 人超／月  

（一定の要件を満たした場合＝通常規模型として算定）  

⚫ 1 時間以上 2 時間未満  

➢ 要介護 1 （10 割） ３８１２円（1 割）３８１円（2 割）７６２円 （3 割）１１４４円  

➢ 要介護 2 （10 割） ４１１１円（1 割）４１１円（2 割）８２２円  （3 割）１２３３円  

➢ 要介護 3 （10 割） ４４３２円（1 割）４４３円（2 割）８８６円 （3 割）１３２９円  

➢ 要介護 4 （10 割） ４７３１円（1 割）４７３円（2 割）９４６円 （3 割）１４１９円  

➢ 要介護 5 （10 割） ５０７２円（1 割）５０７円（2 割）１０１４円（3 割）１５２２円  

⚫ 2 時間以上 3 時間未満  

➢ 要介護 1 （10 割） ３９５６円（1 割） ３９６円（2 割） ７９１円（3 割）１１８７円  

➢ 要介護 2 （10 割） ４５３５円（1 割） ４５３円（2 割） ９０７円（3 割）１３６０円  

➢ 要介護 3 （10 割） ５１４４円（1 割） ５１４円（2 割）１０２９円（3 割）１５４３円  

➢ 要介護 4 （10 割） ５７３３円（1 割） ５７３円（2 割）１１４７円（3 割）１７２０円  

➢ 要介護 5 （10 割） ６３２２円（1 割） ６３２円（2 割）１２６４円（3 割）１８９７円  

⚫ 3 時間以上 4 時間未満  

➢ 要介護 1 （10 割） ５０２０円（1 割） ５０２円（2 割）１００４円（3 割）１５０６円  

➢ 要介護 2 （10 割） ５８３６円（1 割） ５８４円（2 割）１１６７円（3 割）１７５１円  

➢ 要介護 3 （10 割） ６６４２円（1 割） ６６４円（2 割）１３２８円（3 割）１９９３円  

➢ 要介護 4 （10 割） ７６７５円（1 割） ７６８円（2 割）１５３５円（3 割）２３０３円  

➢ 要介護 5 （10 割） ８６９８円（1 割） ８７０円（2 割）１７４０円（3 割）２６０９円  

⚫ 4 時間以上 5 時間未満  

➢ 要介護 1 （10 割） ５７１２円（1 割） ５７１円（2 割）１１４２円（3 割）１７１４円  

➢ 要介護 2 （10 割） ６６３２円（1 割） ６６３円（2 割）１３２６円（3 割）１９９０円  

➢ 要介護 3 （10 割） ７５４１円（1 割） ７５４円（2 割）１５０８円（3 割）２２６２円  

➢ 要介護 4 （10 割） ８７１９円（1 割） ８７２円（2 割）１７４４円（3 割）２６１６円  

➢ 要介護 5 （10 割） ９８８６円（1 割） ９８９円（2 割）１９７７円（3 割）２９６６円  

⚫ 5 時間以上 6 時間未満  

➢ 要介護 1 （10 割） ６４２５円（1 割） ６４３円（2 割）１２８５円（3 割）１９２８円  

➢ 要介護 2 （10 割） ７６２４円（1 割） ７６２円（2 割）１５２５円（3 割）２２８７円  

➢ 要介護 3 （10 割） ８８０１円（1 割） ８８０円（2 割）１７６０円（3 割）２６４０円  

➢ 要介護 4 （10 割）１０１９６円（1 割）１０２０円（2 割）２０３９円（3 割）３０５９円  

➢ 要介護 5 （10 割）１１５７０円（1 割）１１５７円（2 割）２３１４円（3 割）３４７１円  

⚫ 6 時間以上 7 時間未満  

➢ 要介護 1 （10 割） ７３８６円（1 割） ７３９円（2 割）１４７７円（3 割）２２１６円  

➢ 要介護 2 （10 割） ８７８１円（1 割） ８７８円（2 割）１７５６円（3 割）２６３４円  

➢ 要介護 3 （10 割）１０１３４円（1 割）１０１３円（2 割）２０２７円（3 割）３０４０円  



➢ 要介護 4 （10 割）１１７４５円（1 割）１１７５円（2 割）２３４９円（3 割）３５２４円  

➢ 要介護 5 （10 割）１３３２６円（1 割）１３３３円（2 割）２６６５円（3 割）３９９８円  

 

⚫ 7 時間以上 8 時間未満  

➢ 要介護 1 （10 割） ７８７１円（1 割） ７８７円（2 割）１５１４円（3 割）２３６１円  

➢ 要介護 2 （10 割） ９３２８円（1 割） ９３３円（2 割）１８６６円（3 割）２７９８円  

➢ 要介護 3 （10 割）１０８０５円（1 割）１０８１円（2 割）２１６１円（3 割）３２４２円  

➢ 要介護 4 （10 割）１２８６１円（1 割）１２８６円（2 割）２５７２円（3 割）３８５８円  

➢ 要介護 5 （10 割）１４２４５円（1 割）１４２５円（2 割）２８４９円（3 割）４２７４円  

 

サービスの利用状況により、以下の金額が加算されます。  

➢ サービスの提供体制強化加算 【１日】  

（Ⅰ）（1 割）２３円（2 割）４６円（3 割）６９円  

介護職員の総数の内介護福祉士の占める割合が 70％以上。  

（Ⅱ）（1 割）１９円（2 割）３８円（3 割）５６円  

介護職員の総数の内介護福祉士の占める割合が 50％以上。  

➢ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）   算定した単位数の１０００分の８６に相当する金額  

事業所が介護職員の賃金の改善等を実施し、都道府県知事に届けている場合に算定  

➢ 入浴介助加算 【１日】  

（Ⅰ）（1 割）４２円 （2 割）８３円 （3 割）１２４円  

     入浴介助を行った場合に算定。  

 （Ⅱ）（1 割）６２円 （2 割）１２４円  （3 割）１８６円  

医師等が利用者宅を訪問し、動作及び環境を評価し個別の入浴計画を作成のうえ入浴介助を行

った場合に算定。  

➢ リハビリテーション提供体制加算【１日】  

常時配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、利用者数が 25 又はその

端数を増すごとに 1 以上いる場合に加算する。  

3 時間以上 4 時間未満 （1 割）１３円  （2 割）25 円 （3 割）37 円  

6 時間以上 7 時間未満 （1 割）２５円  （2 割）50 円 （3 割）75 円  

➢ リハビリテーションマネジメント加算（施設基準が適合している場合、加算）  

【１ヶ月】１回算定  

医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種が共同し継続的に  

リハビリテーションの質を管理している場合。  

以下、厚生労働省の定める基準により算定される項目が設けられている。  

（Ａ）イ  6 月以内（1 割）  ５７９円（2 割）１１５７円（3 割）１７３６円  

（Ａ）イ  6 月超  （1 割）  ２４８円（2 割） ４９６円（3 割） ７４４円  

（Ａ）ロ    6 月以内（1 割）  ６１３円（2 割）１２２６円（3 割）１８３８円  

（Ａ）ロ   6 月超 （1 割）  ２８３円（2 割） ５６５円（3 割） ８４７円  

事業所の医師が説明し同意を得た場合には 270 単位加算  

（1 割）  ２７８円（2 割） ５５６円（3 割） ８３４円  

➢ 短期集中個別リハビリテーション実施加算   １日につき  

（1 割）１１４円  （2 割） ２２８円（3 割） ３４１円  

退院（所）日または認定日から起算して３月以内の期間に個別リハビリテーションを  



集中的に行っている場合に算定。  

➢ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算  

認知症であると医師が判断しリハビリテーションにより生活機能の改善が  

見込まれるとされる利用者に対して集中的に行った場合に（Ⅰ）または（Ⅱ）を  

加算する。  

（Ⅰ）【１日】（1 割）２４８円（2 割）４９６円（3 割）７４４円  

退院（所）日または通所開始日から起算して３月以内の期間に１週間に２日を限度  

として１日あたり 20 分以上の個別リハビリテーションを実施した場合に加算する。  

（Ⅱ）【１月】（1 割）１，９８４円（2 割）３，９６７円（3 割）５９５１円  

退院（所）日または通所開始日の属する月から起算して３月以内の期間に１月に  

４回以上の個別リハビリテーションを実施しており尚且つリハビリテーションマネジメント  

加算（A）・（B）を算定している場合に加算する。  

➢ 中重度者ケア体制加算 １日につき（1 割）２１円（2 割）４２円（3 割）６２円  

指定基準の人員に加え看護または介護職員を１人以上確保され、利用者のうち  

要介護 3 以上の人数が 30％以上であり尚且つ専ら通所リハビリテーション  

の提供にあたる看護職員を１人以上配置している場合。  

➢ 栄養改善加算 １回（1 割）２０７円（2 割）４１４円（3 割）６２０円  

低栄養状態またはそのおそれのある利用者に対して、管理栄養士、看護職員、  

介護職員等が協働して個別の栄養ケア計画を作成し、栄養改善サービスを行った場合  

に加算する。（３ヶ月以内の１ヶ月につき２回を限度）  

➢ 栄養アセスメント加算【１月】（1 割）５２円（2 割）１０４円（3 割）１５５円  

 全ての利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して、利用者ごとの低栄養状態の  

リスク及び解決すべき課題を把握することを行っている場合。  

➢ 口腔・栄養スクリーニング加算【6 ヶ月に 1 回限度】  

（Ⅰ）  （1 割）２１円（2 割）４２円（3 割）６２円  

（Ⅱ）  （1 割） ６円（2 割）１１円（3 割）１６円  

 事業所の従業者が、利用開始時及び利用中 6 月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリー  

ニングまたは栄養状態のスクリーニングを行った場合。  

➢ 口腔機能向上加算【3 ヶ月以内の 1 ヶ月につき 2 回を限度】  

（Ⅰ）（1 割）１５５円（2 割）３１０円（3 割）４６５円  

（Ⅱ）（1 割）１６６円（2 割）３３１円（3 割）４９６円  

口腔機能の低下がある場合に個別の栄養ケア計画を作成し、サービスを行った場合。  

➢ 重度療養管理加算 １日につき（1 割）１０４円（2 割）２０７円（3 割）３１０円  

常時頻回な喀痰吸引を要するまたは人工呼吸器を使用している状態で医学的管理  

のもとでサービス提供を行った場合等。  

（厚生労働大臣が定める状態にあり、要介護３・４・５の利用者）  

➢ 生活行為向上リハビリテーション実施加算  

利用開始日から起算して３月以内の場合  １月につき  

（1 割）１２９２円 （2 割）２５８３円 （3 割）３８７４円  

     生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション  

     の実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、リハビリテーション  

 を計画的に行い、利用者の能力の向上を支援した場合。  

➢ 若年性認知症利用者受入加算 １日につき（1 割）６２円（2 割）１２４円（3 割）１８６円  



特定疾病「初老期における認知症」によって要介護となった４０歳以上６５歳未満の  

利用者に対して個別の担当者を決めてサービスを行った場合。  

➢ 科学的介護推進体制加算【１月】（1 割）４２円（2 割）８３円（3 割）１２４円  

     すべての利用者について、「評価日」「前回評価日」「ADL 及び在宅復帰の有無等」  

     「行為・栄養」「認知症」の情報を厚生労働省に提出した場合。  

 

2．介護予防通所リハビリテーションの自己負担額  

    [基本利用料（1 月） ] 

◼ 要支援 1（1 割）２３４２円（2 割）４６８５円（3 割） ７０２８円（基本利用回数４回）  

◼ 要支援 2（1 割）４３６７円（2 割）８７３５円（3 割）１３１０２円  (基本利用回数８回 ) 

➢ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）   算定した単位数の１０００分の８６に相当する金額。  

➢ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ  

要支援 1 【1 日】（1 割）  ７５円（2 割）１４９円（3 割）２２４円  

要支援 2 【1 日】（1 割）１４９円（2 割）２９８円（3 割）４４７円  

介護職員の総数の内介護福祉士の占める割合が 70％以上。  

➢ 栄養改善加算   【1 月】（1 割）１５５円（2 割）３１０円（3 割）４６５円  

低栄養状態またはそのおそれのある利用者に対して、管理栄養士、看護職員、介護職員等が  

協働して個別の栄養ケア計画を作成し、栄養改善サービスを行った場合に加算する。  

➢ 口腔機能向上加算 【1 月】（1 割）１５５円（2 割）３１０円（3 割）４６５円  

口腔機能の低下またはそのおそれのある利用者に対して個別の栄養ケア計画を作成し  

栄養改善サービスを行った場合に加算する。  

➢ 一体的サービス提供加算  

【1 月】（1 割）４９５円（2 割）９９０円（3 割）１４８５円  

     運動機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービスのうち２種類の  

サービスを実施している場合。  

         

※ 入浴・送迎については、ご相談させていただきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 利用料 

①   食費                                   ６７０円 

      施設で提供する食事をお取りいただいた場合にお支払い頂きます。 

② 日常生活品費／1 日                            １１０円 

     石鹸、シャンプー、フェイスタオル、バスタオルやおしぼり等の費用であり、施設で用意す

るものをご利用いただく場合にお支払いただきます 

    ③  教養娯楽費／１日                              １１０円 

     倶楽部やレクリエーションで使用する、折り紙、裁縫等の材料や風船等遊具、材料費等の

費用であり、施設で用意するものをご利用いただく場合にお支払い頂きます。 

   ④  基本時間外施設利用料／３０分（通所リハビリテーション）         １，０００円 

     利用者の家族の出迎え等の都合で、通所リハビリテーション利用時間が１０時間以上、 

     利用者が時間延長して施設に滞在する場合にお支払い頂きます 

    ⑤  行事費                       （その都度実費をいただきます。） 

      小旅行や観劇等の費用や講師を招いて実施する教室の費用で、参加された場合にお支払頂き

ます。 

    ⑥  紙おむつ代（パンツタイプ）／１回                      ２００円 

      利用者の身体の状況により、おむつの利用が必要な場合に、施設で用意するものをご利用い

ただく場合にお支払い頂きます。 

    ⑦  紙おむつ代（フラットタイプ）／１回                     １３０円 

      利用者の身体の状況により、おむつの利用が必要な場合に、施設で用意するものをご利用い

ただく場合にお支払い頂きます。 

    ⑧  尿とりパット／１回                             ５０円 

      利用者の身体の状況により、おむつの利用が必要な場合に、施設で用意するものをご利用い

ただく場合にお支払い頂きます。 

  



 

医療法人社団愛友会 介護老人保健施設一心館の通所（介護予防通所） 

リハビリテーション利用同意書 及びサービス提供に伴う利用者負担にかかる同意書 

 

医療法人社団愛友会  介護老人保健施設一心館の通所（介護予防通所）リハビリテーションサービスを

利用するにあたり、医療法人社団愛友会  介護老人保健施設一心館通所リハビリテーション重要事項説明

書の内容に関して、担当者による説明を受け、これらを十分に理解した上で同意し、また利用者負担に関

しても担当者による説明を受け、医療法人社団愛友会介護老人保健施設一心館のサービスを利用した場合

に、これらの対価として施設の定める料金を支払うことにも同意し重要事項説明書の交付を受けました。 

上記の重要事項説明書を証するため、本書を 2 通作成し、利用者・事業書が署名押印の上、1 通ずつ保

有するものとする。 

 

 

締 結  日 

    年     月     日  

 

     ＜事 業  者＞ 

     住所     埼玉県上尾市柏座一丁目 10 番 10 号 

     法人     医療法人社団愛友会 

     代表     理事長 中村  康彦   

     ＜事 業  所＞ 

     住所     埼玉県北足立郡伊奈町小室 8113 番地 

     名称     介護老人保健施設一心館 

            施設長 吉永  圭吾   

     ＜説 明  者＞ 

     氏名 

 

     ＜ご 利  用 者＞ 

     住所 

 

     氏名                   

 

     ＜連 帯  保 証  人＞ 

     住所 

 

     氏名                   

 

     ＜緊急連絡先①＞ 

     住所                     （TEL                          ） 

 

          氏名                     （続柄             ） 

 

＜緊急連絡先②＞ 

     住所                     （TEL                          ） 

 

          氏名                     （続柄             ） 

 


